
2026 年度
大阪経済大学大学院

入学試験問題

＊経済学研究科
＊経営学研究科
＊経営情報研究科
＊人間科学研究科

※受験者が選択した試験問題のみ掲載しています。

（著作権上掲載していない科目があります）



2026年度 大学院入学試験問題（春季）

[経済学研究科 博士前期課程]

《税理士養成コース》

※問題番号を明記すること。

科目 小論文（下山）

次の問題（１）～（３）の中から 1問を選択して解答しなさい。選択した問題番号を最初に

記入しなさい。

（１）わが国の消費税における「簡易課税制度」について、公平性の観点から論じなさい。

（２）わが国の所得税の所得区分（所得の種類）をめぐる課題（公平性等）について、今日

の社会状況を踏まえて論じなさい。

（３）経済のグローバル化に伴う、わが国の法人税の課題について論じなさい。

以上



2026年度 大学院入学試験問題（春季）

[経済学研究科 博士前期課程]

《税理士養成コース》

※問題番号を明記すること。

科目 小論文（塚谷）

次の問題（１）〜（３）の中から１問を選択して解答しなさい。選んだ問題番号を明示する

こと。

（1）わが国の財政再建プロセスについて基礎的財政収支の概念を用いながら、あなたの考

えを論じなさい。

（2）給付付き税額控除の定義や類型について説明したうえで、わが国において制度を導入

する際の課題について論じなさい。

（3）日本の消費税について、一般会計の歳入における位置付けを説明したうえで、その特

徴と問題点について論じなさい。

以上



2026年度 大学院入学試験問題（春季）

［経済学研究科 博士前期課程］

《研究コース》

※問題番号を明記すること。

科目 社会保障論

次の問題（1）〜（3）の中から 1問を選択して解答しなさい。なお、選んだ問題番号を明記

すること。

（1） 戦後日本における外国人労働政策の変化について論じなさい。なお、以下の言葉を

使用すること。「フロント・ドア」、「サイド・ドア」、「バック・ドア」、「外国人技能

実習制度」。

（2） 日本の年金制度について、その制度的概要と現在直面している問題点について論じ

なさい。

（3） 社会保障制度設計の手法に、社会保険方式と租税方式がある。社会保険方式と租税

方式について説明したうえで、所得再分配効果の視点から、両者の相違について論

じなさい。

以上



2026年度 大学院入学試験問題（春季）

［経済学研究科 博士前期課程］

《研究コース》

※問題番号を明記すること。

科目 日中交流史

次の設問（1）〜（3）の中から 1問を選択して解答しなさい。

選んだ問題番号を最初に明記すること。

（1） 清末民初期にかけての中国人の対日認識の変化について論じなさい。梁啓超・魯迅・

章炳麟などの思想や言説を参考にしつつ、日本体験が中国のナショナリズム形成に

与えた影響を、当時の日本社会・思想状況との関係にも留意しつつ論じなさい。

（2） 清末民初期に中国側は日本を近代モデルとして、政治制度・教育制度・軍事制度な

どを受容した。そのほかに日本の技術・経営モデルも中国側に受容された。例を挙

げつつ、日本側の企業・技術者などが果たした役割と、中国側の取捨選択や再編の

過程を踏まえて、実業界における日中交流について論じなさい。

（3） 清末民初期の日中交流において、翻訳活動が果たした役割について論じなさい。日

本を媒介とした西洋思想・制度・学術知識の受容が、中国近代思想の形成にどのよ

うな影響を与えたのか、具体的な翻訳書・訳語・人物を挙げ、それらが日本側の学

術・出版環境の中でどのように形成されたのかにも触れつつ論述しなさい。

以上



2026年度 大学院入学試験問題（秋季）

［経済学研究科 博士前期課程］

《税理士養成コース》

※問題番号を明記すること。

科目 財政学（下山）

次の問題（１）～（３）の中から 1問を選択して解答しなさい。選択した問題番号を最初に

記入しなさい。

（１）租税原則における「中立性の原則」の必要性について、経済活動における「選択に対

する歪み」を踏まえて論じなさい。

（２）法人税の負担のあり方について、転嫁と帰着の観点から論じなさい。

（３）わが国の金融所得課税をめぐる課題について、あなたの考えを論じなさい。

以上



2026年度 大学院入学試験問題（秋季）

［経済学研究科 博士前期課程］

《税理士養成コース》

※問題番号を明記すること。

科目 財政学（塚谷）

次の問題（１）〜（３）の中から１問を選択して解答しなさい。選んだ問題番号を明示する

こと。

（１）現代財政の役割について論じなさい。

（２）課税の基本原則における「公平」の原則について、「水平的公平」、「垂直的公平」の

考え方を述べたうえで、「公平」の観点から日本の所得税制を評価しなさい。

（３）包括的所得税の理論的特徴と問題点について論じなさい。

以上



2026年度 大学院入学試験問題（秋季）

[経済学研究科 博士前期課程]

《税理士養成コース》

※問題番号を明記すること。

科目 小論文（下山）

次の問題（１）～（３）の中から 1問を選択して解答しなさい。選択した問題番号を最初に

記入しなさい。

（１）わが国の所得税の公平性について、所得の捕捉や所得区分の観点からあなたの考えを

述べなさい。

（２）消費税の非課税や免税の仕組みについて、わが国の消費税の現状について述べたのち

に、その特徴や意義、課題などの観点から論じなさい。

（３）所得税の基礎控除について、昨今の情勢を踏まえ、あなたの考えを述べなさい。

以上



2026年度 大学院入学試験問題（秋季）

[経済学研究科 博士前期課程]

《税理士養成コース》

※問題番号を明記すること。

科目 小論文（塚谷）

次の問題（１）〜（３）の中から１問を選択して解答しなさい。選んだ問題番号を明示する

こと。

（１）いわゆる「国の借金」の現状について説明したうえで、財政再建についてあなたの考

えを述べなさい。

（２）働き方などの選択に中立的な税制の構築に関して、現行税制の課題を説明したうえで

あなたの考えを述べなさい。

（３）グローバル・ミニマム課税について、制度の内容と課題を説明したうえであなたの考

えを述べなさい。

以上



2026年度 大学院入学試験問題（秋季）

［経済学研究科 博士前期課程］

《ベーシックコース》

※問題番号を明記すること。

科目 小論文

以下の設問（１）～（５）のうち、2問を選択して答えなさい。選択した問題の番号を必ず

最初に明記すること（3問以上解答した場合は、採点の対象外とする）。

（１）「市場の失敗」と政府の役割について論じなさい。

（２）日本の産業構造の変化と今後の課題について論じなさい。

（３）外国人労働者受け入れの是非について論じなさい。

（４）最低賃金の引き上げによる中小企業への影響について論じなさい。

（５）アジア経済における日本の役割について論じなさい。

以上



2026 年度 大学院入学試験問題（春季）

［経営学研究科 修士課程］

※問題番号を明記すること。

科目 経営学

以下の設問（１）～（４）のうち、１問を選択して解答しなさい。なお、選択した問題の番

号を必ず明記した上で解答すること（２つ以上の問題を解答した場合は、採点の対象外とす

る）。

（１） ドラッカー (P.F.Drucker) は、マネジメントの発明者とも称される。1946 年に著

した『Concept of the Corporation（会社という概念）』において、彼は GM 社が

採用した事業部制の優れた点を示したが、同社への批判も併せて述べた。その後の

GM 社の動向も踏まえて、ドラッカー学説の意義について述べなさい。

（２）バーナード (C. Barnard) は、組織が成立するための 3 つの条件として、「コミュニ

ケーション」、「貢献意欲」、および「共通目的」という要素を提示した。それらの内

容と、その現代的な活用法について述べなさい。

（３）いわゆる「ベンチャー企業」で働くメリットとデメリットについて、自身の考えで述

べなさい。

（４）2020 年代初頭の「コロナ禍」を通じて成長・拡大した企業（国籍・業種・規模を問

わない）を 1 社取り上げ、その理念や戦略について経営学的視点から述べなさい。

以上
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2026 年度 大学院入学試験問題（春季）

［経営学研究科 修士課程］

※問題番号を明記すること。

科目 会計学

以下の設問（１）～（３）のうちから２問を選択して解答しなさい。まず最初に、答案用紙

の選択問題番号記入欄に選択した設問の番号を２つ明記すること。３問すべて解答した場

合は、ゼロ点とする。

（１）株主資本等変動計算書について、以下の各問いに答えなさい。

【問１】株主資本等変動計算書は、どのような事業体（entity）のどのような情報を作成し

提供する書類なのか簡潔に述べなさい。

【問２】株主資本等変動計算書が必要とされる理由を２つ挙げ、簡潔に説明しなさい。

【問３】株主資本等変動計算書の様式の種類はいくつありますか。様式について簡潔に説明

しなさい。

（２）次の文章は、「企業会計原則」の「第一 一般原則」の「七」からの抜粋である。こ

れに関連して、以下の各問いに答えなさい。

（ア）提出のため、信用目的のため、（イ）目的のため等ａ種々の目的のために（ウ）

形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる（エ）に基づい

て作成されたものであって、政策の考慮のために事実の（オ）をゆがめてはならない。

【問１】文中の空欄（ア）から（オ）までに入る適切な語句を述べなさい。

【問２】下線部ａについて、文中の３つ以外の目的を２つ挙げ、その目的の財務諸表を活用

すると想定される利用者をそれぞれ述べなさい。



2

【問３】企業会計における非制度会計（情報会計）はこの原則に準拠するものかどうか、非

制度会計を定義したうえで簡潔に説明しなさい。

（３）P 社は、20ｘ5 年 3 月 31 日に S 社の株式の 80％を 800,000 千円で取得して支配を

獲得し、S 社を子会社とした。P 社および S 社とも年一回 3 月末が決算日であり、当期

期末は 20ｘ5 年 3 月 31 日である。P 社と S 社に関する次の資料【資料１】～【資料

２】に基づき、以下の問いに答えなさい。

【資料１】

・P 社（公開会社）の連結企業集団は、P 社および S 社の２社のみで構成されている。

・当期の P 社と S 社の間の取引は、P 社による S 社株式の取得のみであり、配当金を含

めその他一切なかった。

・税効果については考慮しないものとする。

・S 社の諸資産に含まれる土地の時価評価をした所、時価が原価を 200,000 千円だけ上

回っていた。

【資料２】P 社および S 社の貸借対照表は以下の通りである。

              貸借対照表（20ｘ5 年 3 月 31 日現在）   （単位：千円）

P 社 S 社 P 社 S 社

諸資産 4,200,000 1,800,000 諸負債 2,000,000 1,100,000
S 社株式 800,000 資本金 1,800,000 400,000

利益剰余金 1,200,000 300,000
合計 5,000,000 1,800,000 合計 5,000,000 1,800,000

【問１】S 社の資産および負債について「全面時価評価法」による時価評価を適用した場合

の 20ｘ5 年 3 月 31 日現在の連結貸借対照表は、以下の通りである。以下の連結貸借

対照表における（ ① ）～（ ⑥ ）について、それぞれ適切な表示項目または金

額を解答欄に示しなさい。なお、金額が連結財務諸表の表示上マイナスになる場合に

は、金額の前に△を付すこと。

            連結貸借対照表（20ｘ5 年 3 月 31 日現在）   （単位：千円）

諸資産 （  ②  ） 諸負債 （     ）

（  ①  ） （     ） 資本金 （     ）

利益剰余金 （  ④  ）



3

（  ③  ） （  ⑤  ）

合計 （     ） 合計 （  ⑥  ）

【問２】S 社の資産および負債について「部分時価評価法」による時価評価を適用した場合

の 20ｘ5 年 3 月 31 日現在の連結貸借対照表は、以下の通りである。以下の連結貸借

対照表における（ ⑦ ）～（ ⑩ ）について、それぞれ適切な表示項目または金

額を解答欄に示しなさい。なお、金額が連結財務諸表の表示上マイナスになる場合に

は、金額の前に△を付すこと。

            連結貸借対照表（20ｘ5 年 3 月 31 日現在）   （単位：千円）

諸資産 （  ⑦  ） 諸負債 （     ）

（     ） （     ） 資本金 （     ）

利益剰余金 （  ⑧  ）

（  ③  ） （  ⑨  ）

合計 （     ） 合計 （  ⑩  ）

【問３】企業会計基準第 22 号「連結財務諸表に関する会計基準」に準拠する場合、適切な

連結貸借対照表は【問１】なのか、【問２】なのか、【両方】なのか、【どちらでもな

く別にある】のか指摘し、その理由を説明しなさい。

                                                                               
以上                          



2026年度 大学院入学試験問題（春季）

［経営学研究科 修士課程］

※問題番号を明記すること。

科目 税法

次の設問（１）から（５）のうち、いずれか２問を選択して解答しなさい。ただし、解答し

た番号を最初に明記したうえで、解答は、それぞれ記載された字数で述べなさい。

（１）租税立法に対する違憲審査基準について述べよ（600字程度）。

（２）所得税法における課税物件の帰属について、具体的な事例を取り上げて述べよ。

（600字程度）。

（３）法人税法における損金の意義と範囲について、具体的な判例を取り上げて述べよ

（600字程度）。

（４）相続税法における担税力の測定指標と問題点について述べよ（600字程度）。

（５）消費税法における資産の譲渡概念の解釈とそれに対する私見を述べよ（600 字程度）。

以上
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2026年度 大学院入学試験問題（春季）

［経営学研究科 修士課程］

※問題番号を明記すること。

科目 外国語（日本語）

次の文章は、谷口諒、高田直樹、村瀬俊朗（2022）『創造的なアイデアを「選ぶ」― チー

ムを待ち受ける矛盾と困難 ―』日本経営学会誌第 51 号 pp.32-33 からの一部抜粋である

（ただし、一部改変した）。これを読んで、次の問いに答えなさい。

問１ 要旨を 300～400 字でまとめなさい。

問２ 著者が考える「イノベーション」について、（１）あなたが「評価できる」と思うこと

と、（２）企業は、なぜ「イノベーション」を具体化できないのか、あなたの考えと、

その理由を、（１）及び（２）それぞれ 250～300 字で論述してください。

（１）と（２）を必ず解答してください。

著作権上の許諾が得られていないため非公開 
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以 上

著作権上の許諾が得られていないため非公開 
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2026年度 大学院入学試験問題（春季）
［経営学研究科 修士課程］

《税法ゼミ志望者》

科目 小論文

次の問題１か問題 2か、いずれか１題だけを選択して解答しなさい。 なお、選択した問題の番号

を必ず最初に明記し、設問１は解答用紙の表面に、設問 2は答案用紙の裏面に解答すること。

問題１

【ケース１】

X は、弁護士業を営んで事業所得を得ている者であり、弁護士会，弁護士会連合会及び日弁連の

役員等を務めていたところ、これらの役員等としての活動に伴い支出した懇親会費等を、事業所

得の金額の計算上必要経費に算入することができるとして所得税等の確定申告をした。これに対

し、Y 税務署長が、これらの費用については、必要経費に算入することはできないなどとして，

所得税等の更正処分等を行った。

【ケース２】

長男 Xは、実父から賃貸業用土地の贈与を受けた、Xは贈与時に支出した登録免許税及び不動産

取得税は X の不動産所得の金額の計算上，必要経費に算入されるとして、確定申告したものの、

Y税務署長は、これを否認して更正処分等を行った。

以上、【ケース１】と【ケース２】の事案内容をみて，以下の［設問１］，［設問２］に答えなさい。

［設問１］

必要経費の範囲一般について、述べなさい。（400字程度）

［設問 2］
【ケース１】と【ケース２】について、必要経費該当性について検討しなさい。（800字程度）

（参照法令等）

〇所得税法 37条 1項、2項

「その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額（事業所得の金額及び雑所得

の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項（公的

年金等の定義）に規定する公的年金等に係るものを除く。）の計算上必要経費に算入すべき金額は、

別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額

を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を
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生ずべき業務について生じた費用（償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを

除く。）の額とする。

２ 山林につきその年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費

に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その山林の植林費、取得に要した費用、管

理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用（償却費以外の費用でその年において

債務の確定しないものを除く。）の額とする。」

〇所得税法 45条 1項

「居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の

金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。

一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの

二 所得税（不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付する第百三

十一条第三項（確定申告税額の延納に係る利子税）、第百三十六条（延払条件付譲渡に係る所得税

額の延納に係る利子税）、第百三十七条の二第十二項（国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の

適用がある場合の納税猶予に係る利子税）又は第百三十七条の三第十四項（贈与等により非居住

者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に係る利子税）の規定

による利子税で、その事業についてのこれらの所得に係る所得税の額に対応するものとして政令

で定めるものを除く。）

（以下、省略）。」

〇所得税法施行令 96条

「法第四十五条第一項第一号（必要経費とされない家事関連費）に規定する政令で定める経費は、

次に掲げる経費以外の経費とする。

一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を

生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる

場合における当該部分に相当する経費

二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居

住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所

得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相

当する経費」
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問題 2
【ケース１】

宗教法人 Xが、死亡したペットの飼い主から依頼を受けてその葬儀や供養等を行う際に金員を受

け取ったことに対し、Ｙ税務署長から，そのようなペット葬祭業は法人税法の適用上、収益事業

に当たるとして法人税の決定処分等を受けたため、X は、ペット葬祭業は宗教的行為であって収

益事業には当たらないなどと主張した。

【ケース２】

X（宗教法人、公益法人）は、本件各事業年度において、不動産貸付業、有料老人ホーム業を営み、

令和７年３月期において、物品貸付業を営んでいた。 X が営んでいた不動産貸付業、有料老人

ホーム業、物品貸付業などは、法人税法の適用上、収益事業に当たるとして法人税の決定処分等

を受けた。

以上、【ケース１】と【ケース２】の事案内容をみて，以下の［設問１］，［設問２］に答えなさい。

［設問１］

【ケース１】について、Xに対する法人税法の適用の適否を検討しなさい。（600字程度）

［設問 2］
【ケース２】について、Xに対する法人税法の適用の判断を検討しなさい。（600字程度）

（参照法令等）

〇法人税法 2条

「（定義）

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 国内 この法律の施行地をいう。

二 国外 この法律の施行地外の地域をいう。

三 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。

（中略）

十三 収益事業 販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われ

るものをいう。」

〇法人税法施行令 5条

「 法第二条第十三号（定義）に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業（その性質上そ

の事業に付随して行われる行為を含む。）とする。

一 物品販売業（動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発

法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法（平

成十一年法律第百九十二号）第十四条第一項第四号（業務の範囲）に掲げる業務として行うもの

を除く。）

二 不動産販売業のうち次に掲げるもの以外のもの

イ 次に掲げる法人で、その業務が地方公共団体の管理の下に運営されているもの（以下この項
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において「特定法人」という。）の行う不動産販売業

（１） その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が当該地方公共団体により保有

されている公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人

（２） その拠出をされた金額の二分の一以上の金額が当該地方公共団体により拠出をされてい

る公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般財団法人

（３） その社員総会における議決権の全部が（１）又は（２）に掲げる法人により保有されて

いる公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人

（４） その拠出をされた金額の全額が（１）又は（２）に掲げる法人により拠出をされている

公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般財団法人

ロ 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法（昭和四十一年法律第百三十三号）第二十三条

第一号及び第二号（業務）に掲げる業務として行う不動産販売業

ハ 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法（平成十四年法律第百二十七

号）附則第六条第一項第二号（業務の特例）に掲げる業務として行う不動産販売業

ニ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成十四年法

律第百四十七号）第十五条第一項第八号（業務の範囲）及び附則第八条の八第一号（改正前中小

強化法等に係る業務の特例）に掲げる業務並びに同法附則第八条の二第一項（旧新事業創出促進

法に係る業務の特例）及び第八条の四第一項（旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例）の規

定に基づく業務として行う不動産販売業

ホ 民間都市開発の推進に関する特別措置法（昭和六十二年法律第六十二号）第三条第一項（民

間都市開発推進機構の指定）に規定する民間都市開発推進機構（次号ト及び第五号トにおいて「民

間都市開発推進機構」という。）が同法第四条第一項第一号（機構の業務）（都市再生特別措置法

（平成十四年法律第二十二号）第三十条（民間都市開発法の特例）、第七十一条の二（民間都市開

発法の特例）又は第百四条（民間都市開発法の特例）の規定により読み替えて適用する場合を含

む。第五号トにおいて同じ。）及び民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第二項第

一号（機構の業務の特例）に掲げる業務並びに同条第十項（同条第十二項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）の規定に基づく業務として行う不動産販売業

三 金銭貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの

イ 独立行政法人勤労者退職金共済機構が中小企業退職金共済法（昭和三十四年法律第百六十号）

第七十条第二項第一号（業務の範囲）に掲げる業務並びに同法附則第二条第一項（業務の特例）

及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律（平成十四年法律第百六十四号）附則第五条（業

務の特例）の規定に基づく業務として行う金銭貸付業

ロ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項

第三号、第四号、第十一号及び第十三号並びに第二項第八号に掲げる業務として行う金銭貸付業

ハ 所得税法施行令（昭和四十年政令第九十六号）第七十四条第五項（特定退職金共済団体の承

認）に規定する特定退職金共済団体が行う同令第七十三条第一項第五号ヘ（特定退職金共済団体

の要件）に掲げる貸付金に係る金銭貸付業

ニ 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第一項第二号に掲

げる業務として行う金銭貸付業

ホ 独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法（平成十四年法律第

百八十三号）第十三条第五号及び第六号（業務の範囲）に掲げる業務として行う金銭貸付業
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ヘ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が国立研究開発法人新エネルギー・

産業技術総合開発機構法（平成十四年法律第百四十五号）附則第六条第一項（探鉱貸付経過業務）

及び第九条第二項（鉱工業承継業務）の規定に基づく業務として行う金銭貸付業

ト 民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法第四条第一項第二号に掲げ

る業務として行う金銭貸付業

チ 日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法（平成九年法律第四十八

号）第二十三条第一項第二号（業務）に掲げる業務として行う金銭貸付業

リ 広域的運営推進機関が電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第二十八条の四十第一項

第五号の三（業務）に掲げる業務として行う金銭貸付業

四 物品貸付業（動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。）のうち次に掲げるもの

以外のもの

イ 土地改良事業団体連合会が会員に対し土地改良法（昭和二十四年法律第百九十五号）第百十

一条の九（事業）に掲げる事業として行う物品貸付業

ロ 特定法人が農業若しくは林業を営む者、地方公共団体又は農業協同組合、森林組合その他農

業若しくは林業を営む者の組織する団体（以下この号及び第十号ハにおいて「農業者団体等」と

いう。）に対し農業者団体等の行う農業又は林業の目的に供される土地の造成及び改良並びに耕う

ん整地その他の農作業のために行う物品貸付業

五 不動産貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの

イ 特定法人が行う不動産貸付業

ロ 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法第二十三条第一号及び第二号に掲げる業務とし

て行う不動産貸付業

ハ 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第二十二条（定義）に規定する社会福祉法人が

同法第二条第三項第八号（定義）に掲げる事業として行う不動産貸付業

ニ 宗教法人法（昭和二十六年法律第百二十六号）第四条第二項（法人格）に規定する宗教法人

又は公益社団法人若しくは公益財団法人が行う墳墓地の貸付業

ホ 国又は地方公共団体に対し直接貸し付けられる不動産の貸付業

ヘ 主として住宅の用に供される土地の貸付業（イからハまで及びホに掲げる不動産貸付業を除

く。）で、その貸付けの対価の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの

ト 民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法第四条第一項第一号に掲げ

る業務として行う不動産貸付業

チ 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第一項第二号に掲

げる業務として行う不動産貸付業

リ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項

第八号及び附則第八条の八第一号に掲げる業務並びに同法附則第八条の二第一項及び第八条の四

第一項の規定に基づく業務として行う不動産貸付業

六 製造業（電気又はガスの供給業、熱供給業及び物品の加工修理業を含むものとし、国立研究

開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

法第十四条第一項第二号及び第三号に掲げる業務として行うものを除く。）

七 通信業（放送業を含む。）

八 運送業（運送取扱業を含む。）
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九 倉庫業（寄託を受けた物品を保管する業を含むものとし、第三十一号の事業に該当するもの

を除く。）

十 請負業（事務処理の委託を受ける業を含む。）のうち次に掲げるもの以外のもの

イ 法令の規定に基づき国又は地方公共団体の事務処理を委託された法人の行うその委託に係る

もので、その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えないことが法令の規定により

明らかなことその他の財務省令で定める要件に該当するもの

ロ 土地改良事業団体連合会が会員又は国若しくは都道府県に対し土地改良法第百十一条の九に

掲げる事業として行う請負業

ハ 特定法人が農業者団体等に対し農業者団体等の行う農業又は林業の目的に供される土地の造

成及び改良並びに耕うん整地その他の農作業のために行う請負業

ニ 私立学校法（昭和二十四年法律第二百七十号）第三条（定義）に規定する学校法人がその設

置している大学に対する他の者の委託を受けて行う研究に係るもの（その委託に係る契約又は協

定において、当該研究の成果の全部若しくは一部が当該学校法人に帰属する旨又は当該研究の成

果について学術研究の発展に資するため適切に公表される旨が定められているものに限る。）

ホ 国民健康保険団体連合会が次に掲げる者の委託を受けて行うもの（法令の規定に基づく委託

を受けて行うもの（これに準ずるものを含む。）であることその他の財務省令で定める要件に該当

するものに限る。）

（１） 国又は都道府県、市町村（特別区を含む。）若しくは高齢者の医療の確保に関する法律（昭

和五十七年法律第八十号）第四十八条（広域連合の設立）に規定する後期高齢者医療広域連合

（２） 全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険組合、国家公務員共済組合、地方公務

員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団

（３） 社会保険診療報酬支払基金又は独立行政法人環境再生保全機構

（４） 国民健康保険団体連合会をその社員とすることその他の財務省令で定める要件に該当す

る公益社団法人

十一 印刷業

十二 出版業（特定の資格を有する者を会員とする法人がその会報その他これに準ずる出版物を

主として会員に配布するために行うもの及び学術、慈善その他公益を目的とする法人がその目的

を達成するため会報を専らその会員に配布するために行うものを除く。）

十三 写真業

十四 席貸業のうち次に掲げるもの

イ 不特定又は多数の者の娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸業

ロ イに掲げる席貸業以外の席貸業（次に掲げるものを除く。）

（１） 国又は地方公共団体の用に供するための席貸業

（２） 社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業として行われる席貸業

（３） 私立学校法第三条に規定する学校法人若しくは同法第百五十二条第五項（私立専修学校

等）の規定により設立された法人又は職業能力開発促進法（昭和四十四年法律第六十四号）第三

十一条（職業訓練法人）に規定する職業訓練法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席

貸業

（４） 法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業で、当該法人の会員その他これ

に準ずる者の用に供するためのもののうちその利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの



7

十五 旅館業

十六 料理店業その他の飲食店業

十七 周旋業

十八 代理業

十九 仲立業

二十 問屋業

二十一 鉱業

二十二 土石採取業

二十三 浴場業

二十四 理容業

二十五 美容業

二十六 興行業

二十七 遊技所業

二十八 遊覧所業

二十九 医療保健業（財務省令で定める血液事業を含む。以下この号において同じ。）のうち次に

掲げるもの以外のもの

イ 日本赤十字社が行う医療保健業

ロ 社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人が行う医療保健業

ハ 私立学校法第三条に規定する学校法人が行う医療保健業

ニ 全国健康保険協会、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又は国民健康保険組合若しく

は国民健康保険団体連合会が行う医療保健業

ホ 国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会が行う医療保健業

ヘ 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会が行う医療保健業

ト 日本私立学校振興・共済事業団が行う医療保健業

チ 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第四十二条の二第一項（社会医療法人）に規定する

社会医療法人が行う医療保健業（同法第四十二条（附帯業務）の規定に基づき同条各号に掲げる

業務として行うもの及び同項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。）

リ 公益社団法人若しくは公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人若しくは一般財団

法人（以下この号において「公益社団法人等」という。）で、結核に係る健康診断（感染症の予防

及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）第十七条第一項（健康

診断）並びに第五十三条の二第一項及び第三項（定期の健康診断）の規定に基づく健康診断に限

る。）、予防接種（予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）第五条第一項（市町村長が行う予

防接種）及び第六条第一項（臨時に行う予防接種）の規定に基づく予防接種に限る。）及び医療を

行い、かつ、これらの医学的研究（その研究につき国の補助があるものに限る。）を行うもののう

ち法人格を異にする支部を含めて全国的組織を有するもの及びその支部であるものが行う当該健

康診断及び予防接種に係る医療保健業

ヌ 公益社団法人等が行うハンセン病患者の医療（その医療費の全額が国の補助によつているも

のに限る。）に係る医療保健業

ル 公益社団法人若しくは公益財団法人で専ら学術の研究を行うもの又は法別表第二に掲げる一

般社団法人若しくは一般財団法人で専ら学術の研究を行い、かつ、当該研究を円滑に行うための
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体制が整備されているものとして財務省令で定めるものがこれらの学術の研究に付随して行う医

療保健業

ヲ 一定の地域内の医師又は歯科医師を会員とする公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社

団法人で、その残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、当該法人の開設する病院又は診

療所が当該地域内の全ての医師又は歯科医師の利用に供されることとなつており、かつ、その診

療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当するものが行う医療保健業

ワ 一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定め

る要件に該当する法別表第二に掲げる農業協同組合連合会が行う医療保健業

カ 公益社団法人等で看護師等の人材確保の促進に関する法律（平成四年法律第八十六号）第十

四条第一項（指定等）の規定による指定を受けたものが、介護保険法（平成九年法律第百二十三

号）第八条第四項（定義）に規定する訪問看護、同法第八条の二第三項（定義）に規定する介護予

防訪問看護、高齢者の医療の確保に関する法律第七十八条第一項（訪問看護療養費）に規定する

指定訪問看護又は健康保険法（大正十一年法律第七十号）第八十八条第一項（訪問看護療養費）

に規定する訪問看護の研修に付随して行う医療保健業

ヨ イからカまでに掲げるもののほか、残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、一定の

医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該

当する公益法人等が行う医療保健業

三十 洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、

舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン（レタリングを含む。）、自動車操縦若しくは小型

船舶（船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和二十六年法律第百四十九号）第二条第四項（定義）

に規定する小型船舶をいう。）の操縦（以下この号において「技芸」という。）の教授（通信教育に

よる技芸の教授及び技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を含む。以下この号におい

て同じ。）のうちイ及びハからホまでに掲げるもの以外のもの又は学校の入学者を選抜するための

学力試験に備えるため若しくは学校教育の補習のための学力の教授（通信教育による当該学力の

教授を含む。以下この号において同じ。）のうちロ及びハに掲げるもの以外のもの若しくは公開模

擬学力試験（学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため広く一般に参加者を募集し当

該学力試験にその内容及び方法を擬して行われる試験をいう。）を行う事業

イ 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条（学校の範囲）に規定する学校、同法第

百二十四条（専修学校）に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項（各種学校）に規定す

る各種学校において行われる技芸の教授で財務省令で定めるもの

ロ イに規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる学力の教授で財務省令で定める

もの

ハ 社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）第五十一条（通信教育の認定）の規定により文

部科学大臣の認定を受けた通信教育として行う技芸の教授又は学力の教授

ニ 理容師法（昭和二十二年法律第二百三十四号）第三条第三項（理容師試験）又は美容師法（昭

和三十二年法律第百六十三号）第四条第三項（美容師試験）の規定により都道府県知事の指定を

受けた施設において養成として行う技芸の教授で財務省令で定めるもの並びに当該施設に設けら

れた通信課程に係る通信及び添削による指導を専ら行う法人の当該指導として行う技芸の教授

ホ 技芸に関する国家試験（法令において、国家資格（資格のうち、法令において当該資格を有

しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、若しくは当該資格に係る名称を使用するこ
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とができないこととされているもの又は法令において一定の場合には当該資格を有する者を使用

し、若しくは当該資格を有する者に当該資格に係る行為を依頼することが義務付けられているも

のをいう。ホにおいて同じ。）を取得し、若しくは維持し、又は当該国家資格に係る業務若しくは

行為を行うにつき、試験、検定その他これらに類するもの（ホにおいて「試験等」という。）を受

けることが要件とされている場合における当該試験等をいう。）の実施に関する事務（法令におい

て当該国家資格を取得し、若しくは維持し、又は当該国家資格に係る業務若しくは行為を行うに

つき、登録、免許証の交付その他の手続（ホにおいて「登録等」という。）を経ることが要件とさ

れている場合における当該登録等に関する事務を含む。ホにおいて「国家資格付与事務」という。）

を行う者として法令において定められ、又は法令に基づき指定された法人が法令に基づき当該国

家資格付与事務として行う技芸の教授（国の行政機関の長又は地方公共団体の長が当該国家資格

付与事務に関し監督上必要な命令をすることができるものに限る。）で、次のいずれかの要件に該

当するもの

（１） その対価の額が法令で実費を勘案して定めることとされているものであること又はその

対価の額が当該国家資格付与事務の処理のために必要な費用の額を超えないと見込まれるもので

あること。

（２） 国の行政機関の長又は地方公共団体の長以外の者で当該国家資格付与事務を行う者が、

公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人に限られていることが法令で定められている

ものであること。

三十一 駐車場業

三十二 信用保証業のうち次に掲げるもの以外のもの

イ 信用保証協会法（昭和二十八年法律第百九十六号）その他財務省令で定める法令の規定に基

づき行われる信用保証業

ロ イに掲げる信用保証業以外の信用保証業で、その保証料が低額であることその他の財務省令

で定める要件を満たすもの

三十三 その有する工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権（出版権及び著作隣接権そ

の他これに準ずるものを含む。）の譲渡又は提供（以下この号において「無体財産権の提供等」と

いう。）のうち次に掲げるもの以外のものを行う事業

イ 国又は地方公共団体（港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）の規定による港務局を含む。）

に対して行われる無体財産権の提供等

ロ 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人海洋研究開発機構その他特別の

法令により設立された法人で財務省令で定めるものがその業務として行う無体財産権の提供等

ハ その主たる目的とする事業に要する経費の相当部分が無体財産権の提供等に係る収益に依存

している公益法人等として財務省令で定めるものが行う無体財産権の提供等

三十四 労働者派遣業（自己の雇用する者その他の者を、他の者の指揮命令を受けて、当該他の

者のために当該他の者の行う事業に従事させる事業をいう。）

２ 次に掲げる事業は、前項に規定する事業に含まれないものとする。

一 公益社団法人又は公益財団法人が行う前項各号に掲げる事業のうち、公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に関する法律第二条第四号（定義）に規定する公益目的事業に該当するもの

二 公益法人等が行う前項各号に掲げる事業のうち、その事業に従事する次に掲げる者がその事

業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与して



10

いるもの

イ 身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第四条（身体障害者）に規定する身

体障害者

ロ 生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）の規定により生活扶助を受ける者

ハ 児童相談所、知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十七号）第九条第六項（更生援護の

実施者）に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二

十五年法律第百二十三号）第六条第一項（精神保健福祉センター）に規定する精神保健福祉セン

ター又は精神保健指定医により知的障害者として判定された者

ニ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項（精神障害者保健福祉手帳）の

規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

ホ 年齢六十五歳以上の者

ヘ 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）第六条第一項（定義）に

規定する配偶者のない女子であって民法第八百七十七条（扶養義務者）の規定により現に母子及

び父子並びに寡婦福祉法第六条第三項に規定する児童を扶養しているもの又は同条第四項に規定

する寡婦（次号ロにおいて「寡婦」という。）

三 母子及び父子並びに寡婦福祉法第六条第六項に規定する母子・父子福祉団体が行う前項各号

に掲げる事業のうち母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令（昭和三十九年政令第二百二十四号）

第六条第一項各号（貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業）に掲げる事業で、次に掲げ

るもの

イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十四条（母子・父子福祉団体に対する貸付け）（同法第三十

一条の六第四項（父子福祉資金の貸付け）又は第三十二条第四項（寡婦福祉資金の貸付け）にお

いて準用する場合を含む。）の規定による貸付金の貸付けに係る事業のうち、その貸付けの日から

当該貸付金の最終の償還日までの期間内の日の属する各事業年度において行われるもの

ロ 母子及び父子並びに寡婦福祉法第二十五条第一項（売店等の設置の許可）に規定する公共的

施設内において同条第二項の規定に従って行われている事業（同法第三十四条第二項（売店等の

設置の許可等）の規定により寡婦をその業務に従事させて行われているものを含む。）

四 保険業法（平成七年法律第百五号）第二百五十九条（目的）の保険契約者保護機構が同法第

二百六十五条の二十八第一項第五号（業務）に掲げる業務として行う事業」

以 上



2026 年度 大学院入学試験問題（秋季）

［経営学研究科 修士課程］

※問題番号を明記すること。

科目 経営学

以下の設問 (1)～ (4)のうち、1 問を選択して解答しなさい。                           
選択した設問の番号を最初に記入してから解答すること (2 つ以上の問題に解答した場合

は、採点の対象外とする)。                                                             
                                                                                  
(1) 「顧客の創造」を企業目的とした P.F.ドラッカーは、経営学発展の流れの中で、どのよ

うな位置づけとされているか、(もしくは、どのような学説的意義を持つか) 説明しな

さい。

(2) 2000 年代以降において注目される経営戦略論を取り上げ、その内容について説明しな

さい。

(3) 現在のアジア諸国のなかで、世界的に注目されている企業 (機関) を 1 つ取り上げ、そ

の業務内容と成長理由について説明しなさい。

(4) 「モティベーション」と「リーダーシップ」の関係性について、具体的事例を挙げなが

ら説明しなさい。

                                                                               
以上                          
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2026 年度 大学院入学試験問題（秋季）

［経営学研究科 修士課程］

※問題番号を明記すること。

科目 会計学

次の（１）～（３）のうちから２問を選択し、答えなさい。まず最初に、答案用紙の選択

問題番号記述欄に選択した問題の番号を明記すること。３問すべて答えた場合は、採点の対

象外とする。

（１）以下の取引契約については、企業会計基準第 29 号「収益に関する会計基準」を適用

します。各問いに答えなさい。

当社は、エスカレータの生産販売と保守点検サービスの提供を事業内容としている会

社（決算日は 3 月 31 日）である。当社は、エスカレータ（耐用年数 20 年）の販売と据

え付け工事を行い（工事日は 20x5 年 4 月 1 日）、あわせて当期首から 5 年間にわたる保

守点検サービス（建築基準法に基づく法定点検。実施日は毎年 3 月 31 日）を、対価 1,380
万円で提供する契約を顧客と 20x5 年 4 月 1 日に締結した。当社は、このエスカレータの

販売と据え付けだけを行う契約の場合の取引価格を 1,000 万円としている。また、5 年間

の保守点検サービスだけを提供する契約の場合の取引価格を 500 万円としている。

【問１】独立販売価額（stand-alone selling price）はいくらですか。単位は万円とする。

以下同じ。

【問２】20x5 年 4 月 1 日の仕訳を書きなさい。

【問３】20x9 年 3 月 31 日の仕訳を書きなさい。

【問４】企業会計基準第 29 号「収益に関する会計基準」は、IFRS 第 15 号「顧客との契

約から生じる収益（Revenue from Contracts with Customers）」の公表後に日本

で作成され公表された基準である。企業会計基準第 29 号は、IFRS 第 15 号を日本

語に翻訳しただけのものですか。翻訳しただけでないならば、具体的にどう違うの

か簡潔に説明しなさい。

【問５】企業会計基準第 29 号が公表される以前に適用されてきた従来の収益認識に関す

る販売基準（実現原則）の 2 要件について述べなさい。
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（２）キャッシュフロー計算書について、以下の各問いに答えなさい。

【問１】キャッシュフロー計算書は、どのような情報を作成し提供する書類なのか簡潔に

述べなさい。

【問２】キャッシュの範囲を述べなさい。

【問３】キャッシュフロー計算書の表示区分の数はいくつありますか。具体的な区分の名

称とともに答えなさい。

（３）貸借対照表の資産と負債は、流動項目と固定項目に分類して表示される。資産の場合

は流動資産と固定資産、負債の場合は流動負債と固定負債に分類される。以下の各問い

に答えなさい。

【問１】流動項目と固定項目に分類する手続きについて、分類基準を提示しながら簡潔に

説明しなさい。

【問２】流動項目と固定項目に分類する効果について簡潔に説明しなさい。

                                                                               
以上                          
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2026年度 大学院入学試験問題（秋季）

［経営学研究科 修士課程］

※問題番号を明記すること。

科目 税法

次の設問（１）から（５）のうち、２問を選択して解答しなさい。ただし、解答した問題の

番号を最初に記入すること。なお、解答はそれぞれ記載された字数によること。

（１）租税法の解釈と適用について、借用概念と固有概念のそれぞれの意味内容について具

体例を用いて説明せよ。（５００字程度）

（２）所得税法における必要経費の意味内容について述べよ。（５００字程度）。

（参照条文）

所得税法第 37条 （必要経費）

「その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額（事業所得の金額及

び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三

十五条第三項（公的年金等の定義）に規定する公的年金等に係るものを除く。）の計算

上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入

金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその

年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費

用（償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。）の額とする。

２ 山林につきその年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上

必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その山林の植林費、取得

に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用（償却費以

外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。）の額とする。」

（３）法人税法における交際費等の意味内容について述べよ。（５００字程度）。

（参照条文）

租税特別措置法第 61条の４

「法人が平成二十六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業

年度（以下この条において「適用年度」という。）において支出する交際費等の額（当
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該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額（資本又は出資を有しない法

人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額。以下この項及び次項におい

て同じ。）が百億円以下である法人（通算法人の当該適用年度終了の日において当該通

算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人の同日に

おける資本金の額又は出資金の額が百億円を超える場合における当該通算法人を除

く。）については、当該交際費等の額のうち接待飲食費の額の百分の五十に相当する金

額を超える部分の金額）は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しな

い。

２ 前項の場合において、法人（投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に

規定する投資法人及び資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会

社を除く。）のうち当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が一億円

以下であるもの（次に掲げる法人を除く。）については、前項の交際費等の額のうち定

額控除限度額（八百万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した

金額をいう。）を超える部分の金額をもつて、同項に規定する超える部分の金額とする

ことができる。

一 普通法人のうち当該適用年度終了の日において法人税法第六十六条第五項第二号

又は第三号に掲げる法人に該当するもの

二 通算法人の当該適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関

係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が次に掲げる法人である場合における当

該通算法人

イ 当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人

ロ 前号に掲げる法人

３ 通算法人（通算子法人にあつては、当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終

了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。）に対す

る前二項の規定の適用については、次に定めるところによる。

一 通算子法人の適用年度は、当該通算子法人に係る通算親法人の適用年度終了の日

に終了する当該通算子法人の事業年度とする。

二 前項に規定する定額控除限度額は、八百万円に当該適用年度終了の日に終了する

当該通算法人に係る通算親法人の事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算し

た金額（第四号イにおいて「通算定額控除限度額」という。）に、イに掲げる金額がロ

に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額（第五項において「通算定額控

除限度分配額」という。）とする。

イ 当該通算法人が当該適用年度において支出する交際費等の額

ロ 当該通算法人が当該適用年度において支出する交際費等の額及び当該適用年度終

了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が同日に

終了する事業年度において支出する交際費等の額の合計額
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三 前号の規定を適用する場合において、同号イ及びロの交際費等の額が同号の通算

法人の同号の適用年度又は同号ロの他の通算法人の同号ロに規定する事業年度（以下

この項において「通算事業年度」という。）の確定申告書等（期限後申告書を除く。）に

添付された書類に当該通算事業年度において支出する交際費等の額として記載された

金額（以下この号及び第五号において「当初申告交際費等の額」という。）と異なると

きは、当初申告交際費等の額を前号イ及びロの交際費等の額とみなす。

四 通算事業年度のいずれかについて修正申告書の提出又は国税通則法第二十四条若

しくは第二十六条の規定による更正（次号において「更正」という。）がされる場合に

おいて、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第二号の通算法人の同号の適用

年度については、前号の規定は、適用しない。

イ 前号の規定を適用しないものとした場合における第二号ロに掲げる金額が通算定

額控除限度額以下である場合

ロ 法人税法第六十四条の五第六項の規定の適用がある場合

ハ 法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合

五 通算事業年度について前号（ハに係る部分を除く。）の規定を適用して修正申告書

の提出又は更正がされた後における第三号の規定の適用については、当該修正申告書

又は当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された

書類に当該通算事業年度において支出する交際費等の額として記載された金額を当初

申告交際費等の額とみなす。

４ 前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを

一月とする。

５ 第三項の通算法人の適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支

配関係がある他の通算法人（以下この項において「他の通算法人」という。）の同日に

終了する事業年度において支出する交際費等の額がある場合における当該適用年度に

係る第二項の規定は、第七項の規定にかかわらず、当該交際費等の額を支出する他の通

算法人の全てにつき、それぞれ同日に終了する事業年度の確定申告書等、修正申告書又

は更正請求書に通算定額控除限度分配額の計算に関する明細書の添付がある場合で、

かつ、当該適用年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に通算定額控除限度分

配額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

６ 第一項、第三項及び前項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他

の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供

応、慰安、贈答その他これらに類する行為（以下この項において「接待等」という。）

のために支出するもの（次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。）をいい、

第一項に規定する接待飲食費とは、同項の交際費等のうち飲食その他これに類する行

為のために要する費用（専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員若し

くは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。第二号に
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おいて「飲食費」という。）であつて、その旨につき財務省令で定めるところにより明

らかにされているものをいう。

一 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費   

用

二 飲食費であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算

した金額が政令で定める金額以下の費用

三 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用

７ 第二項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項に規定する定額

控除限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

８ 第六項第二号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用す

る。」

（４）消費税法における免税事業者制度（免税点制度）について述べよ。（５００字程度）

（５）相続税法における納税義務者について述べよ。（５００字程度）

以上
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2026 年度 大学院入学試験問題（秋季）

［経営学研究科 修士課程］

※問題番号を明記すること。

科目 英語

次の英文を読んで設問に答えなさい。

著作権上の許諾が得られていないため非公開
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著作権上の許諾が得られていないため非公開
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（出典：Porter, M.E., 1998, On Competition, Harvard Business School Pressを一部改編）

問 1 下線部(1)を翻訳しなさい。

問 2 下線部(2)を翻訳しなさい。

問 3 下線部(3)を翻訳しなさい。

問 4 下線部(4)を翻訳しなさい。

以上

著作権上の許諾が得られていないため非公開
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2026 年度 大学院入学試験問題（秋季）

［経営学研究科 修士課程］

※問題番号を明記すること。

科目 外国語（日本語）

次の文章は、咲川孝（2019）『過去、現在、その向こう』日本経営学会（【経営学論集第 89 
集】統一論題サブテーマ② 日本的経営の何を残し、何を変えるのか？）pp.57-66 からの一

部抜粋である（ただし、一部改変した）。これを読んで、次の問いに答えなさい。

問１ 要旨を 300～400 字でまとめなさい。

問２ 著者が考える「日本企業の特徴」について、（１）あなたが「評価できる」と思うこと

と、（２）「日本企業の今後の課題」を示し、あなたの考えと、その理由を、それぞれ 200
字程度で論述しなさい。（１）と（２）を必ず解答すること。

著作権上の許諾が得られていないため非公開
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著作権上の許諾が得られていないため非公開
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以 上

著作権上の許諾が得られていないため非公開
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2026 年度 大学院入学試験問題（秋季）
［経営学研究科 修士課程］

《税法ゼミ志望者》

科目 小論文

次の問題１または問題２のうち、いずれか 1問だけを選択して解答しなさい。なお、選択した問

題の番号を必ず最初に明記し、［設問１］は解答用紙の表面に、［設問２］は解答用紙の裏面に解

答しなさい。

問題１ 次の事案の概要を読んで、以下の［設問１］および［設問２］に答えなさい。

最高裁令和 2 年 3 月 24 日（訟月 66 巻 12 号 1925 頁）判決の事案の概要は以下のとおりであ

った。納税者 X は、被相続人Ａの所得税の納税義務を承継した。A は、Ｂ株式会社の代表取締役

社長の地位にあり、有限会社 C に対して、自己の保有するＢの株式のうち 72 万 5、000 株を、配

当還元方式による評価額と同額の 1 株当たり 75 円の合計 5、437 万 5、000 円で譲渡した。Ｘは、

株式の譲渡に係る譲渡所得の収入金額を譲渡対価と同一金額で申告した。税務署長 Y は、当該譲

渡対価は類似業種比準方式により算定したその時の株式の価額の 2 分の１に満たないから、所得

税法 59 条 1 項 2 号に定める著しく低い価額の対価に該当するとして更正処分等をしたため、納

税者がその処分の取り消しを求めた。

［設問１］

所得区分の意義と譲渡所得課税の趣旨について述べなさい（700 字程度）。

［設問２］

租税法規には、不確定概念が用いられることがある。租税法規における不確定概念について、課

税要件明確主義を説明したうえで、課税要件明確主義に違反する不確定概念と違反しない不確定

概念について述べなさい（700 字程度）。

【参照】

所得税法 33   譲渡所得とは、資産の譲渡……による所得をいう。……
３ 譲渡所得の金額は……、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得

の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除……し

た金額とする。……
所得税法 59 次に掲げる事由により居住者の有する山林（事業所得の基因となるものを除

く。）又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、

譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時におけ

る価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。

一 贈与（法人に対するものに限る。）又は相続（限定承認に係るものに限る。）若しくは遺
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贈（法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。）

二 著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡（法人に対するものに限る。）

……

問題２ 次の事案の概要を読んで、以下の［設問１］および［設問２］に答えなさい。

最高裁令和 4 年 4 月 19 日（民集 76 巻 4 号 411 頁）判決の事案の概要は以下のとおりであっ

た。X らは、平成 24 年 6 月 17 日に 94 歳で死亡した被相続人 A の共同相続人である。相続で取

得した相続財産の一部には、2 棟の本件各不動産が含まれていた。X らは、遺言および協議に基づ

き遺産分割をし、X らのうちの 1 名が本件各不動産を取得した。X らは、本件各不動産について、

相続開始時における財産評価基本通達の定める評価方法で評価した各通達評価額として相続税の

申告をした。

税務署長 Y は、平成 28 年 2 月 27 日付けで国税庁長官に対し、本件各不動産を、財産評価基本

通達の定める評価方法によらない他の合理的な評価方法によって評価する財産評価基本通達 6 を

適用したい旨の上申をし、国税庁長官から指示を受けた。そして、Y は、同年 4 月 27 日付けの各

通知書を送達し、本件各不動産が財産評価基本通達の定めによって評価することが著しく不適当

と認められるから、別途実施した不動産鑑定士による本件各鑑定評価額をもって時価とすべきで

あるとして、相続税に係る各更正処分および過少申告加算税の各賦課決定処分をした。これに対

して、X らは、当該処分の各取り消しを求めた。

［設問１］

相続税の意義と課税方式について述べなさい（700 字程度）。

［設問２］

通達の法的位置づけを明らかにしたうえで、通達をめぐる課税問題について、租税法の基本原則

の観点から私見を述べなさい（700 字程度）。

【参照】

相続税法 11 の２ 相続又は遺贈により財産を取得した者が第 1 条の 3 第 1 項第 1 号又は

第 2 号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈

により取得した財産の価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。

２ 相続又は遺贈により財産を取得した者が第 1 条の 3 第 1 項第 3 号又は第 4 号の規定に

該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財

産でこの法律の施行地にあるものの価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。

相続税法 22 この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得

した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべ

き債務の金額は、その時の現況による。

以 上



2025 年度 9 月入学 大学院入学試験問題

［経営学研究科 修士課程］

※問題番号を明記すること。

科目 経営学

以下の設問（１）～（４）のうち、１問を選択して解答しなさい。選択した設問の番号を記

入して解答すること（２つ以上の問題を解答した場合はゼロ点とする）。

（１） バーナード(C.I. Barnard)の経営組織論は、それまでの経営学説をいかに進化させた

か。テイラー(F.W.Taylor)メイヨー(G.E.Mayo)による経営学説の内容も併せて、説明

しなさい。

（２） 20 世紀初頭にアメリカ企業デュポン(Du Pont)社は、職能別組織を完成させた。その

後、同社は 1920 年代以降に事業部制組織へと企業形態を転換した。デュポン以外の

企業事例も含めて、このような転換がなぜ生じたのかを説明しなさい。

（３） 近年、世界の先進諸国で企業の不祥事が相次いでいる。コーポレートガバナンスとい

う概念を用いて、このような不祥事が起きる原因と対応策について説明しなさい。

（４） 「ベンチャービジネス」と「イノベーション」という言葉を用いて、「企業社会」が

発展するプロセスについて説明しなさい。

以上



1

2025年度９月入学 大学院入学試験問題

［経営学研究科 修士課程］

※問題番号を明記すること。

科目 外国語（日本語）

次の文章は、大森信（2019）『日本企業と掃除－5S 活動生成と展開の歴史と手段重視型の経営

－』日本経営学会誌第 42 号 pp.27-39 からの抜粋である（ただし、一部改変した）。これを読

んで、次の問いに答えなさい。

【問１】 要旨を 300～400 字でまとめなさい。

【問２】 著者の日本企業の掃除に関する主張について、あなたが「正しいと考える」、ある

いは「正しくないと考える」場合に、その理由を具体的に指摘し、450～500 字で論

述しなさい。

ただし「正しいと考える」と「正しくないと考える」の両方を論述する必要はあり

ません。

著作権上の許諾が得られていないため非公開 



2

著作権上の許諾が得られていないため非公開 



3

以 上

著作権上の許諾が得られていないため非公開 



2026年度 大学院入学試験問題（春季）

[経営情報研究科 修士課程]

※問題番号を明記すること。

科目 消費者行動論

以下の設問（1）から（3）のうち、２問を選択して解答しなさい。なお、選択した問題の番号

を必ず最初に明記すること（全問題を解答した場合は、採点の対象外とする）。

（1）消費者の長期記憶について、「集合的記憶」と呼ばれるものの内容を記述しなさい。

また、「集合的記憶」の応用とみなせるマーケティングの事例を詳述しなさい。

（2）「相互協調的自己観」と「相互独立的自己観」について、それぞれの説明を詳述しなさい。

また、この２つの自己観が消費者の選択に与える影響を考え、それぞれ詳述しなさい。

（3）経済学者ハーヴェイ・ライベンシュタインによる「消費の外部効果」が生じた「需要曲

線のタイプ」を挙げ、それぞれを詳述しなさい。

以上



2026年度 大学院入学試験問題（春季）

[経営情報研究科 修士課程]

※問題番号を明記すること。

科目 小論文（会計学）

以下の会計学に関する 3 つの設問のすべてに解答しなさい。解答にあたっては、対応する

設問番号および項目番号を示すこと。文字数の条件は設定しないが、用紙と制限時間の範囲

内で詳しく解答すること。

問１ 新リース会計基準について

１）2024年に公表された新リース基準のポイントを説明しなさい。

２）新リース基準による影響およびこの基準について考えを述べなさい。

問２ のれんの会計について

１）のれんの会計は何が問題となっているのか説明しなさい。

２）のれんの会計はどうあるべきか、考えを述べなさい。

問３ トライアングル体制について

企業会計において長らくトライアングル体制と呼ばれてきた関係について説明しなさい。

その際に、トライアングルの内容に言及し、それらの特徴を述べなさい。

以上



2026年度 大学院入学試験問題（秋季）

[経営情報研究科 修士課程]

※問題番号を明記すること。

科目 消費者行動論

以下の設問（１）から（３）のうち、２問を選択して解答しなさい。なお、解答の文章の冒

頭に、選択した問題の番号を必ず明記すること（全問題を解答した場合は、採点の対象外と

する）。

（１）消費における流行の発生メカニズムを、トリクルダウン理論を用いて説明しなさい。

また前記に関し、トリクルダウン理論に当てはまらない流行の事例をあげ、その流行の

態様を記述しなさい。

（２）準拠集団の製品カテゴリー別の影響に関し、「公的な必需品」と「私的な必需品」に

該当する商品例をそれぞれ挙げなさい。また、「公的な必需品」と「私的な必需品」で

は準拠集団からの影響にどのような違いがあると考えられるか、カテゴリー採択とブ

ランド選択の２つの観点からそれぞれ記述しなさい。

（３）観察学習（モデリング）のプロセスを区分し、それぞれのプロセスを説明しなさい。

また、観察学習に当たる消費者行動の事例を挙げ、そのプロセスと結果として生じた行

動変容を記述しなさい。

以上
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2026年度 大学院入学試験問題（春季）

[人間科学研究科 修士課程 臨床心理学専攻]

※解答用紙は問題 1題につき 1枚使用し、先頭に問題番号を明記すること。

科目 臨床心理学

次の【問題１～４】のうち 2つ選択して答えなさい。なお、問題番号が記入されていないも

のは採点しません。

【問題１】

自殺総合対策大綱は、自殺対策基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針として定

められているものである。2022年に閣議決定された第 4次大綱における「自殺総合対策に

おける当面の重点施策」には、新たに「女性の自殺対策を更に推進する」ことが加えられた。

なぜ女性の自殺対策が強化されることになったのか、その背景について述べなさい。また、

大綱の「女性の自殺対策を更に推進する」に挙げられている具体的な施策を書きなさい。

【問題２】

精神科デイケアについて以下の質問に答えなさい。

①精神科デイケアとはどのような場であり、そこで目指される治療効果はどのようなもの

でしょうか。自分の考えを記述しなさい。

②精神科デイケアにおける公認心理師/臨床心理士の役割について記述しなさい。

【問題３】

近年、学校現場においてスクールカウンセラーに求められる役割は多様化している。学校と

いう場を踏まえ、個別面接、コンサルテーション、チーム支援、予防的支援の観点から、ス

クールカウンセラーの専門性について論じなさい。
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【問題４】

あなたは、私設相談機関で仕事をする心理職です。以下の事例を読んで、問いに答えなさい。

幼稚園に通う 5 歳の息子Ａについて、母親のＢさんが相談に訪れました。Ｂさんの主

訴は、次のようなものでした。

「Ａは、幼稚園で落ち着きがなく、他の子どもたちに暴力をふるったり、集団活動にう

まく参加できなかったりする。そのため、Ｂさんは幼稚園からたびたび呼び出しや注意を

受け、また、ママ友たちからは非難の目を向けられている。Ａには発達障害があるのでは

ないか」。

まず、Ｂさんから、Ａの生育歴や現在の家庭の状況について聞くなかで、次のようなこ

とがわかってきました。

Ｂさんは、Ａの父親である夫のＣさんとＡとの 3 人暮らしです。Ｃさんは非常に神経

質で、少しでも気に入らないことがあると、Ｂさんに暴言を吐いたり家の中の物を壊した

りします。また、Ａにも強い口調で叱責したり、時には手を出したりすることもありま

す。そのためＢさんは、常にＣさんの機嫌を損ねないようにと気を使い、Ａにもおとなし

くしているようにと気を使わせて生活をしています。Ａは、できるだけＣさんに近づかな

いようにしていますが、おもちゃを片付けられなかったり、時には癇癪を起したりするた

め、それがＣさんの機嫌を損ねないかと、Ｂさんは心穏やかではいられません。Ｂさんに

は、このような生活を続けていく自信がなくなっています。

また、Ｂさんは、Ａには発達障害があるのではないかと疑いながらも、さまざまな習い

事をさせ、Ａが得意なことや自信が持てることを見つけようと奔走しています。そのた

め、Ａの生活は日々、過密スケジュールになっています。

（問１）

Ａの「発達障害」についてどのように考えるか、以下の視点から記述してください。

① この時点での仮説、あるいは見立て

② 今後、アセスメントを進めていくうえで、具体的にどのようなことをしていくか

（問２）

この時点で、Ｂさんには、どのような援助が必要だと考えるか、他機関・他職種連携の視

点から記述してください。

以上



2026 年度 大学院入学試験問題（春季）

[人間科学研究科 修士課程 臨床心理学専攻]

※問題番号を明記すること。

科目 外国語（英語）

以下の英文は、臨床心理学における心理的アセスメント手法の一つである Ecological Momentary 
Assessment（EMA）について述べたものである。これを読んで、問１～３に答えなさい。

【 出典：Saul Shiffman et al. ; Ecological Momentary Assessment. p.1 】

問１ 下線部①および②の英文を、日本語として自然で読みやすく、かつ内容を正確に反映するように

和訳しなさい。

なお、専門用語については、必要に応じてカタカナ表記または簡潔な日本語訳を用いてよい。

問２ 本文の内容に基づき、次の問いに日本語で簡潔に答えなさい。

① 本文において、recall bias が問題とされている理由を述べなさい。

② EMA が ecological validity を高めるとされるのはなぜか、本文の趣旨に即して述べなさい。

問３ EMA が臨床心理学の研究および実践において有用であるとされる理由について本文ではどのよ

うに述べているか。「行動の理解」という観点から、40～60 字程度で述べなさい。

以 上

著作権上の許諾が得られていないため非公開



2026年度 大学院入学試験問題（春季）

（人間科学研究科 修士課程 人間共生専攻）

※問題番号を明記すること。

科目 スポーツハイパフォーマンス特論

次の設問に解答しなさい。

第 1問（跳躍のバイオメカニクス）

跳躍運動のバイオメカニクスについて、遠くに跳ぶ跳躍と高く跳ぶ跳躍を比較し、それぞれの

パフォーマンスが決定される要因を、踏切直後の身体重心速度における水平速度（跳躍方向）

および鉛直速度（上方向）の観点から説明せよ。

（200字程度）

第 2問（コンディショニング：トレーニング後のケア）

【設問】

トレーニング後のケア（リカバリー）の目的と代表的な手段について、以下の 3 つに分けて説

明せよ。

① トレーニング直後のダメージケア

② クーリングダウン

③ 生活場面での回復促進（睡眠・栄養等）

それぞれの狙いと具体例を示すこと。

（200字程度）

第 3問（ドーピングコントロールの全体像）

スポーツにおけるドーピングコントロールの全体像について、次の 3つの観点から説明せよ。

① 検査の種類

② 競技者が注意すべき事項

③ 血液検査に関する手続きと目的

（200字程度）

以上



1

2026 年度 大学院入学試験問題（春季）

[人間科学研究科 修士課程 人間共生専攻]

※問題番号を明記すること。

科目 スポーツクラブマネジメント特論

次の問題１から問題４のすべての設問に答えなさい。

問題 1. 以下の問いに答えなさい。

（設問①）マーケティングの定義をまとめなさい。 特に販売志向とマーケティング志向の違

いを明確にしたうえで、論述をすること。（250 字程度）

（設問②）マーケティングにおける顧客志向のあり方について説明をしなさい。（250 字程度）

（設問③）近年、顧客志向の限界という指摘がありますが、その理由について説明をしなさい。

（250 字程度）

（設問④）スポーツマーケティングの定義をまとめなさい。 特にスポーツのマーケティング

とスポーツを利用したマーケティングの違いを明確にしたうえで、論述をすること。

（250 字程度）



2

問題 2. 以下の図表①②を読み取り、問いに答えなさい。

図表① スウェーデンおよび日本の年間トレーニング周期

図表② スウェーデンおよび日本の年間トレーニング周期の長さ

【出典 杉林孝法『日本のアスリート環境を考える－脱・ガラパゴス化に向けて－、スポーツ

の「あたりまえ」を疑え！』を抜粋】

（設問①）スウェーデンと日本の試合期と試合数を比較して、どのような特徴の違いがありま

すか？具体的に数字をあげて説明をしなさい。（250 字程度）

（設問②）スウェーデンと日本の一般的準備期、移行期、専門的準備期を比較して、それぞれ

の特徴をまとめなさい。注）具体的に数字をあげて説明をすること。（250 字程度）

（設問➂）スウェーデンと日本のトレーニング周期を比較して、それぞれのメリットと課題を

まとめなさい。（各 120 字程度）

1) スウェーデンのメリットと課題

2) 日本のメリットと課題



3

問題 3. 図表➂を用いて、以下の問に答えなさい。

（設問➀）プロ野球、J リーグ、B リーグ、それぞれについて、選手 1 人あたりの売り上げを

算出しなさい。

図表➂ プロスポーツリーグ の生産性比較

【出典 大河正明『社会を変えるスポーツイノベーション』を抜粋、一部改変】

（設問➁）プロ野球、J リーグ、B リーグ、それぞれについて、選手 1 人あたりの入場者数を

算出しなさい。

（設問➂）B リーグが 1 人あたりの入場者数を現在の 1.5 倍に上げるための集客戦略をまとめ

なさい。ターゲット、プロダクトアイデンティティを明確にしたうえで、具体的な施

策を提示すること。（250 字程度）

問題 4. J リーグが取り組む社会連携「シャレン！」について、コンセプトを説明したうえで、

代表的な事例について説明をしなさい。（300 字程度）

以上

プロ野球 Jリーグ Bリーグ
シーズン 4～10月 3～12月 10～5月
ホームゲーム数 71～72試合 17試合 30試合
A : 事業収入 約130億円 約48億円 約9億円
B : 入場者数 約210万人 約32万人 約9.2万人
C : プロ選手数 70人 30人 12人
ホームゲーム1回あたり入場数 29,167人 18,824人 3,067人
日本人平均年俸 40百万円 25百万円 13百万円



2026年度 大学院入学試験問題（春季）

（人間科学研究科 修士課程 人間共生専攻）

※問題番号を明記すること。

科目 コミュニティヘルス

以下の設問（１）（２）のうち、１問を選択して解答しなさい。なお、選択した問題の番号を必

ず明記した上で解答すること（２つ以上の問題を解答した場合は、採点の対象外とする ）。

（１）コミュニティヘルスの重要性について、具体例を示しながら論じなさい。

（２）個人の健康と地域環境の関係について、具体例を示しながら論じなさい。

以上
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2026 年度 大学院入学試験問題（春季）

（人間科学研究科 修士課程 人間共生専攻）

※問題番号を明記すること。

科目 ヘルスケア領域

１．ソーシャルキャピタルと健康について

設問１ 図 1 は横軸に趣味の参加割合、縦軸に高齢者うつ尺度の平均点（点数が高いとうつ状

態である）との関連を、市町村単位で集計したグラフである。

グラフの結果を説明し、うつ状態を抑える取り組みを考察してください。

(出典：近藤克則「健康格差社会の処方箋」p153,2016)

図1
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設問 2 図 2 はポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチの関係を表したグラフで

ある。ポピュレーションアプローチの利点を説明してください。

   

図 2 ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチの関係

(出典：近藤克則「健康格差社会の処方箋」p188,2016)

設問 3 図 3 は横軸にスポーツ組織への参加割合、縦軸に過去 1 年間の転倒割合との関連を小

学区単位で集計したグラフである。

グラフの結果を説明し、転倒を予防する取り組みを考察してください。

(出典：近藤克則「健康格差社会の処方箋」p156,2016)
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設問 4  図 4 は参加組織の種類の数と要介護認定の発生リスクを表したグラフである。

グラフの結果を説明し、介護認定を抑える取り組みを考察してください。

(出典：近藤克則「健康格差社会の処方箋」p157,2016)

２．地域共生社会について

設問 下記のキーワードを用い、地域共生社会における健康づくりを説明してください。

少子高齢化、 社会的孤立、 「支え手」「受け手」、 Well-being、 ICT

以上

図 4



1

2026 年度 大学院入学試験問題（秋季）

[人間科学研究科 修士課程 臨床心理学専攻]

※解答用紙は問題 1 題につき 1 枚使用し、先頭に問題番号を明記すること。

科目 臨床心理学

次の【問題１～４】のうち 2 つ選択して答えなさい。なお、問題番号が記入されていないも

のは採点しません。

【問題１】

厚生労働省は 2025 年に自治体等におけるひきこもり支援の指針として「ひきこもり支援ハ

ンドブック：寄り添うための羅針盤」を公表しました。このハンドブックで述べられている

ひきこもり支援に対する考え方について説明しなさい。その際、次の３つのキーワードを含

めること。

［ 社会モデル，自律，伴走型支援 ］

【問題２】

個人精神療法と集団精神療法を組み合わせる併行療法について以下の質問に答えなさい。

同一の治療者が同一のクライエントに対して個人精神療法と集団精神療法を組み合わせる

併行療法を「コンバインド・セラピー （combined therapy） 」という。一方、異なる治療

者が同一のクライエントに対して個人精神療法と集団精神療法を組み合わせる併行療法を

「コンジョイント・セラピー（conjoint therapy）」という。

（１）個人精神療法と集団精神療法を組み合わせる併行療法の有効性について自分の考え

を記述しなさい。

（２）「コンバインド・セラピー」と「コンジョイント・セラピー」それぞれについて、実

施にあたっての留意点を記述しなさい。

【コンバインド・セラピー】

【コンジョイント・セラピー】
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【問題３】

心理的アセスメントにおける生物心理社会モデル（Biopsychosocial model）について、そ

の概要を説明した上で、このモデルに基づいたアセスメントの意義について、具体例に触れ

ながら説明しなさい。

【問題４】

あなたは A 中学校のスクールカウンセラー（SC）です。

A 中学校 2 年生の B さん（14 歳）のケースに関する支援や、SC の役割について以下の問

いに答えなさい。

（１） 本ケースにおける SC の役割を、①児童生徒への支援、②保護者への支援、③教職

員への支援の観点から、それぞれ簡潔に記述しなさい。

（２） B さんへの支援の方向性について、①短期的支援（学校生活での具体的対応など）、

②中長期的支援（心理的課題の軽減や家庭・学校での支援体制など）に分けて記述

しなさい。そのうえで、B さんが継続的に通院していることを踏まえ、担任・養護

教諭・学年主任・SSW・医師を含めた多職種連携のポイントを整理して記述しなさ

い。

以上

B さんは、ここ 1 か月ほど授業中に居眠りやぼんやりしている様子が増え、提出物の遅

れも目立つようになった。国語の担任からは「授業中に声をかけても返事がなく、ノートを

とらない」との報告があり、学級内で孤立している印象があるという。

養護教諭の記録によれば、B さんは週に 2〜3 回保健室を訪れており、頭痛や腹痛を訴え

るものの、「横になりたい」と言ってベッドで過ごすことが多い。担任が家庭に連絡したと

ころ、母親は「夜遅くまでゲームをして朝起きられない。注意すると反発される」と語り、

対応に困難を感じていた。父親は単身赴任中で平日は不在である。

母親の希望もあり、B さんは数週間前から小児科に継続的に通院している。その後、学校

の勧めで SC の面談が始まり、B さんは「クラスでからかわれてつらい」「母に話しても分

かってもらえない」と打ち明けた。SC であるあなたは、今後も継続的に面接を行うことを

検討している。

現在、学校では学年主任を交えたケース会議が開かれ、担任・養護教諭・スクールソーシ

ャルワーカー（SSW）も含めて支援の方向性が話し合われている。
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2026 年度 大学院入学試験問題（秋季）

[人間科学研究科 修士課程 臨床心理学専攻]

※問題番号を明記すること。

科目 外国語（英語）

以下は、Barbara Dockar-Drysdale による”The management of violence in disturbed 
children” (1971) (“Consultation in Child Care” Longman, 1973 所収) の一部です。よく

読んで、下記の問いに答えなさい。

著作権上の許諾が得られていないため非公開
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1, 下線部(1)について、Winnicott は、'ordinary devoted mother' は、赤ん坊に対して、ど

のようなことをすると述べていますか。

2, 下線部（2）を訳しなさい。

3, 下線部（3）を訳しなさい。

4, （4）A neurotic, integrated child と、（5）The deprived, unintegrated child につい

て、それぞれの特徴や違いを簡潔にまとめなさい。

以上

著作権上の許諾が得られていないため非公開



2026 年度 大学院入学試験問題（秋季）

（人間科学研究科 修士課程 人間共生専攻）

※問題番号を明記すること。

科目 スポーツ・健康科学

次の設問（１）から（５）のうち、いずれか２問を選択して解答しなさい。ただし、解答した

番号を最初に明記したうえで、解答は、それぞれ記載された字数以内で述べなさい。

（１）身体運動・スポーツ時に消費される無酸素性および有酸素性エネルギー供給について述

べよ。（500 字程度）。

（２）パフォーマンス向上を目的に高地トレーニングが行われるが、そのトレーニングの利点

について述べよ（500 字程度）。

（３）スポーツ選手のトレーニング方法にインターバルトレーニングがある。どのようなトレ

ーニング方法か具体例を挙げて述べよ（500 字程度）。

（４）筋肉は速筋線維と遅筋線維のタイプに分類できる。これら速筋線維と遅筋線維の特徴に

ついて述べよ（500 字程度）。

（５）ある若年女性がダイエットを試みたいと考えている。現在、身長 160 ㎝、体重 60 ㎏で

あり、3 か月で 10 ㎏の減量を目指している。どのような運動処方が考えられるか具体的

に述べよ（500 字程度）。

以上



2026年度 大学院入学試験問題（秋季）

[人間科学研究科 修士課程 人間共生専攻]

※問題番号を明記すること。

科目 コミュニティヘルス

以下の設問（１）（２）のうち、１問を選択して解答しなさい。なお、選択した問題の番号を必ず

明記した上で解答すること（２問とも解答した場合は、採点の対象外とする ）。

（１）コミュニティヘルスについて、「エンパワメント」という語を用いて具体例を示し説明しな

さい。

（２）主観的健康状態を保つために必要な要因について、あなたの考えを論じなさい。

以上



2025年度 9月入学 大学院入学試験問題

[人間科学研究科 修士課程 人間共生専攻]

※問題番号を明記すること。

科目 コミュニティヘルス

以下の設問（１）（２）のうち、１問を選択して解答しなさい。なお、選択した問題の番号を必ず

明記した上で解答すること（２つ以上の問題を解答した場合は、採点の対象外とする ）。

（１） コミュニティヘルスについて、具体例を用いて説明しなさい。

（２） 独居の A さん（90 歳）は、重度の認知症を発症しています。Ａさんが住み慣れた家で独

居のまま生活をつづけるために必要な要件について、コミュニティヘルスの視点から述べ

なさい。

以上
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2025 年度 9 月入学 大学院入学試験問題

[人間科学研究科 修士課程 人間共生専攻]

※問題番号と設問番号を明記すること。

科目 ヘルスケア領域

以下の設問すべてに解答してください。

【問題１】下の図 1 のグラフは介護保険制度における介護が必要となった理由のグラフである。

図 1 介護が必要となった理由（厚生労働省「2022 年国民生活基礎調査」）

［設問 1］グラフ第一位「認知症」の割合が大きくなる傾向がある。その理由を説明しなさい。

［設問 2］2024 年 1 月より認知症基本法が施行されている。認知症基本法の概要を説明しなさい。

［設問 3］グラフ第二位「脳卒中」の発症において、男性に多い傾向がみられる。その背景（生活

様式）を説明しなさい。

［設問 4］グラフ第三位「高齢による衰弱」とはフレイルを指している。フレイルの定義や予防策

について、具体的に説明しなさい。

［設問 5］介護予防について「一次予防・二次予防・三次予防」を具体的に説明しなさい。



2

【問題２】少子高齢化が急速に進む中、2025 年は団塊の世代が 75 歳を迎え後期高齢者となり、

持続可能な医療・介護サービスを提供するため、地域包括ケアシステムの構築が進め

られている。

［設問 1］地域包括ケアシステムの概念を説明しなさい。

［設問 2］「自助・互助・共助・公助」の役割を説明しなさい。

［設問 3］下の図２は地域包括ケアシステムの構築を意味する植木鉢の模式図である。「葉っぱ」

は専門家の役割、「土」は地域の役割、「鉢」は住まい、鉢の下の「お皿」は本人と家族。

この植木鉢の意味を説明し、変更された理由を説明しなさい。

図 2 厚生労働省「地方包括ケアについて」2015 年

以上



2025 年度 9 月入学 大学院入学試験問題

[人間科学研究科 修士課程 人間共生専攻]

※問題番号を明記すること。

科目 メディア社会

以下の問いに答えなさい。

問１ 以下の(1)〜(5)の 5 つの用語から２つを選択して説明しなさい（字数制限なし）。

(1) 尺度

(2) ランダム・サンプリング

(3) ｔ検定

(4) 単回帰分析

(5) ドキュメント分析

問２ 以下の(1)〜(6)の 6 つの理論から 1 つだけ選択して、できるだけ詳しく説明しなさい（字数

制限なし）。

(1) 「他人指向型(other-directedness)」(David Riesman)
(2) 「自己呈示(self – presentation)」 (Erving Goffman)
(3) 「模倣的欲望(désir mimétique)」 (René Girard)
(4) 「社会構築主義(social constructionism)」(Spector & Kitsuse)
(5) 「シンボリック相互作用論(symbolic interactionism)」(Herbert Blumer)
(6) (上記のいずれも知らない場合)上記以外で知っている社会学の理論

以上


